開発事業事前相談書
令和　　年　　月　　日
（宛先）橿原市長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相 談 者　住　所　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開発事業　所在地　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面　積　　

開発事業に先立ち、橿原市開発指導要綱第３条第２項(５)の適用について、協議結果を添えて開発事業事前相談書を提出します。

建設管理課　　　　　　　　　　　協議日　　　　　　　　　　　　担当者　　　　　
（橿原市道、法定外公共物等について）

道路河川課　　　　　　　　　　　協議日　　　　　　　　　　　　担当者　　　　　
（雨水貯留施設、雨水排水施設等について）

公園緑地景観課　　　　　　　　　協議日　　　　　　　　　　　　担当者　　　　　
（公園、広場等について）

下水道課　　　　　　　　　　　　協議日　　　　　　　　　　　　担当者　　　　　
（汚水排水施設について）

[bookmark: _GoBack]奈良県広域水道企業団　　　　　　協議日　　　　　　　　　　　　担当者　　　　　
（上水道施設について）


以上、当該開発事業に伴う公共施設及び上水道施設の新設がないことを協議しました。


添付書類：位置図、土地利用計画図、その他関係課へ提出した図面
　※協議に際しては、必ず添付書類を持参のうえ、配布すること。
